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す
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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
不
信
と
情
報
公
開
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
営
業
請
負
契
約
書
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十
一
月
十
八
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員

会
に
お
い
て
、
大
規
模
年
金
保
養
基
地
（
以
下
「
保
養
基
地
」
と
い
う
。
）
の
運
営
の
委
託
を
受
け
た
財
団
法
人
（
以
下

「
財
団
」
と
い
う
。
）
が
保
養
基
地
の
営
業
に
係
る
請
負
契
約
を
締
結
し
て
い
る
株
式
会
社
（
以
下
「
請
負
会
社
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る
資
料
の
提
出
が
旧
年
金
福
祉
事
業
団
理
事
長
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
年
十
二
月
九
日
に
旧
厚

生
省
が
質
問
者
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
経
過
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
旧
年
金
福
祉
事
業
団
に
お
い
て
は
、
財
団
と
請
負
会
社
と
の
間
で
毎
年
更
新
さ

れ
る
営
業
請
負
契
約
書
の
原
本
の
写
し
は
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
当
初
の
営
業
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
る
前
に
契
約
条

項
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
、
契
約
金
額
等
が
空
欄
と
な
っ
て
い
る
営
業
請
負
契
約
書
の
案
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

同
日
、
旧
厚
生
省
が
質
問
者
か
ら
同
日
中
に
提
出
可
能
な
関
係
資
料
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
旧
年
金
福
祉

事
業
団
が
所
有
し
て
い
た
当
該
営
業
請
負
契
約
書
の
案
を
原
文
の
ま
ま
提
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
平
成
十
三
年
十
一
月
七
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
年
金
局
長
の
答
弁
に
つ
い
て

一



は
、
同
局
長
が
御
指
摘
の
営
業
請
負
契
約
書
に
関
す
る
資
料
請
求
の
経
緯
を
承
知
し
て
い
な
い
こ
と
、
保
養
基
地
の
運
営
状

況
に
つ
い
て
隠
す
考
え
は
な
い
こ
と
等
を
答
弁
し
た
も
の
で
あ
り
、
営
業
請
負
契
約
書
に
関
す
る
資
料
の
改
ざ
ん
を
認
め
た

も
の
で
は
な
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
保
険
料
に
係
る
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
間
の
年
度
別
の
徴
収
決

定
済
額
、
収
納
済
額
及
び
不
納
欠
損
額
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
収
納
対
策
に
つ
い
て
は
、
各
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
、
事
業
主
に
対
し
、
滞
納
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
、
口
座
振
替
の
推
進
等
に
よ
る
納
期
内
の
納
入
の
励
行
に
関
す
る
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
滞
納
の
長
期
化

を
防
止
す
る
た
め
、
納
入
督
励
、
滞
納
処
分
の
早
期
着
手
等
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

国
民
年
金
の
保
険
料
収
納
対
策
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
理
解
を
促
し
、
自
主
的
な
納
付
に
結
び
付
け
る
た
め
の
年
金
教
育
、

年
金
広
報
等
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
口
座
振
替
の
利
用
の
勧
奨
、
電
話
及
び
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
督
励
等
に
取
り
組

ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
十
四
年
度
か
ら
は
、
国
民
年
金
の
保
険
料
収
納
事
務
が
市
町
村
か
ら
国
へ
と
移
管
さ
れ
た

こ
と
を
契
機
と
し
て
、
納
め
や
す
い
環
境
づ
く
り
の
観
点
か
ら
、
保
険
料
の
納
付
窓
口
を
全
国
の
銀
行
、
郵
便
局
、
信
用
金

二



庫
、
農
業
協
同
組
合
等
に
拡
大
し
、
個
々
の
未
納
者
に
対
し
て
年
六
回
催
告
状
を
送
付
す
る
等
、
よ
り
徹
底
し
た
保
険
料
収

納
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
事
業
及
び
国
民
年
金
事
業
の
事
務
費
に
相
当
す
る
厚
生
保
険
特
別
会
計
及
び
国
民
年
金
特
別
会
計
の
業
務

取
扱
費
及
び
施
設
整
備
費
へ
の
一
般
会
計
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
会
計
の
他
の
勘
定
か
ら
の
繰
入
額
は
、
別
表
第
二
の
と
お

り
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

国
民
年
金
の
保
険
料
未
納
者
と
は
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
過
去
二
年
間
保
険
料
を
全
く
納
付
し
て
い

な
い
も
の
（
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
そ
の
数
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
被
保
険

者
実
態
調
査
に
お
い
て
平
成
八
年
度
か
ら
三
年
ご
と
に
調
査
し
て
お
り
、
平
成
七
年
度
末
現
在
で
約
百
七
十
二
万
人
、
平
成

十
年
度
末
現
在
で
約
二
百
六
十
五
万
人
と
な
っ
て
い
る
。

年
金
未
加
入
者
と
は
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
制
度
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
者
で
あ
っ
て
い
ま
だ

適
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
そ
の
数
に
つ
い
て
は
、
公
的
年
金
加
入
状
況
等
調
査
に
お
い
て
平
成
四
年
度
か
ら
三
年

三



ご
と
に
調
査
し
て
お
り
、
平
成
四
年
九
月
三
十
日
現
在
で
約
百
九
十
三
万
人
、
平
成
七
年
十
月
十
五
日
現
在
で
約
百
五
十
八

万
人
（
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
た
め
兵
庫
県
は
調
査
し
て
い
な
い
。
）
、
平
成
十
年
十
月
十
五
日
現
在
で
約
九
十
九
万
人
と

な
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
不
在
被
保
険
者
（
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
二
十
四
条
の
転
出
届
に
基
づ
き
住
民
票
が
消
除
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
か
月
以
内
に
他
の
市
町
村
か
ら
同

法
第
九
条
第
一
項
の
通
知
が
な
い
も
の
又
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
調
査
に
基
づ
き
住
民
票
が
消
除

さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
国
民
年
金
市
町
村
事
務
処
理
基
準
（
平
成
十
四
年
三
月
十
一
日
庁
保
発
第
八
号
社
会
保
険
庁
運
営
部

長
通
知
）
に
お
い
て
「
居
所
未
登
録
者
」
と
称
し
て
い
る
。
）
は
、
年
金
未
加
入
者
に
含
ま
れ
ず
、
ま
た
、
住
所
が
不
明
な

た
め
国
民
年
金
被
保
険
者
実
態
調
査
の
対
象
と
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
同
調
査
に
お
け
る
保
険
料
未
納
者
に
も
含
ま
れ
な

い
。お

尋
ね
の
「
拒
否
者
」
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
を
拒
否
し

て
い
る
も
の
を
指
す
と
す
れ
ば
、
年
金
未
加
入
者
に
は
含
ま
れ
ず
、
そ
の
者
が
過
去
二
年
間
保
険
料
を
全
く
納
付
し
て
い
な

い
場
合
は
保
険
料
未
納
者
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
保
険
料
未
納
者
を
「
拒
否
者
」
と
そ
れ
以
外
の
者
に
区
分
す
る
こ

四



と
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
困
難
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

国
民
年
金
の
保
険
料
収
納
事
務
が
市
町
村
か
ら
国
に
移
管
さ
れ
た
以
降
の
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
の
作
成
業
者
及
び
保

険
料
未
納
者
に
対
す
る
電
話
に
よ
る
納
付
督
励
の
請
負
業
者
の
業
者
名
、
契
約
形
態
及
び
年
度
別
の
契
約
金
額
は
、
そ
れ
ぞ

れ
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
の
発
送
は
郵
便
に
よ
り
行
っ
て
お
り
、
発
送
業
者
へ
の
委
託
は
行
っ
て
い
な
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

二
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
業
者
と
の
間
で
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
上
の
請
負
契
約
を
締

結
し
、
同
契
約
に
お
い
て
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
業
者
に
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書

の
作
成
及
び
保
険
料
未
納
者
に
対
す
る
電
話
に
よ
る
納
付
督
励
の
業
務
を
委
託
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
一
年
度
及
び
平
成
十
二
年
度
の
旧
年
金
福
祉
事
業
団
の
資
金
確
保
業
務
及
び
基
盤
強
化
業
務
並
び
に
平
成
十
三
年

度
の
年
金
資
金
運
用
基
金
の
管
理
運
用
業
務
及
び
承
継
資
金
運
用
業
務
に
つ
い
て
、
運
用
受
託
機
関
別
の
年
度
別
及
び
業
務

五



別
の
運
用
手
数
料
の
額
及
び
収
益
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

実
績
が
確
定
し
て
い
る
平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
及
び
国
民
年
金

特
別
会
計
か
ら
支
出
し
た
保
養
基
地
の
施
設
整
備
費
、
不
動
産
取
得
税
、
固
定
資
産
税
及
び
森
林
維
持
管
理
費
の
年
度
別
の

金
額
は
、
別
表
第
七
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
間
、
不
動
産
購
入
費
及
び
特
別
土
地
保
有
税
は
支
出
し
て
い
な
い
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
に
施
設
の
解
体
を
行
っ
た
保
養
基
地
は
、
平
成
十
四
年
三
月
に
解
体
を
行
っ
た
中
央
高
原
基
地
の
み
で
あ
る
。

そ
の
解
体
費
用
は
一
億
八
千
三
百
七
十
五
万
円
で
あ
り
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
及
び
国
民
年
金
特
別
会
計
か
ら
の
年
金
資
金

運
用
基
金
交
付
金
と
し
て
同
額
を
支
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

運
営
を
停
止
し
た
保
養
基
地
で
あ
っ
て
、
施
設
を
存
続
さ
せ
た
形
で
の
譲
渡
が
見
込
め
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
維
持
管

理
経
費
の
節
減
等
を
図
る
た
め
、
施
設
を
解
体
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
平
成
十
五
年
度
予
算
案
に
お
い
て
は
、
指
宿
基
地

の
施
設
を
解
体
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
経
費
と
し
て
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
及
び
国
民
年
金
特
別
会
計
か
ら
の
年
金
資

六



金
運
用
基
金
交
付
金
と
し
て
七
億
千
八
百
二
十
万
円
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

保
養
基
地
に
つ
い
て
は
十
三
か
所
す
べ
て
を
順
次
譲
渡
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は
い
ず
れ
の
保
養

基
地
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
譲
渡
先
は
決
定
し
て
い
な
い
。

な
お
、
随
意
契
約
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
等
に
譲
渡
す
る
場
合
の
譲
渡
価
格
又
は
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
民
間
に
譲
渡
す

る
場
合
の
予
定
価
格
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
譲
渡
予
定
日
又
は
民
間
に
よ
る
入
札
予
定
日
以
前
の
六
か
月
以

内
に
実
施
さ
れ
た
二
者
以
上
の
不
動
産
鑑
定
業
者
に
よ
る
鑑
定
評
価
額
に
基
づ
き
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
現
時
点

に
お
い
て
は
い
ず
れ
の
保
養
基
地
に
つ
い
て
も
こ
の
手
続
に
よ
る
価
格
は
設
定
し
て
い
な
い
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

年
金
福
祉
事
業
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
二
十
号
。
以
下
「
業
務
承
継
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
年
金
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下
「
旧

事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
「
被
保
険
者
の
福
祉
の
増
進
に
必
要
な
業
務
を
行
う
法
人
で
政
令

で
定
め
る
も
の
」
は
、
年
金
資
金
運
用
基
金
法
及
び
年
金
福
祉
事
業
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

七



に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
年
金
福
祉

事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
四
百
十
四
号
。
以
下
「
旧
事
業
団
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
お
い
て

「
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
で
被
保
険
者
の
福
祉
の
増
進
に
必
要
な
業
務
を
行
う
も
の
」
と
定
め
ら

れ
て
お
り
、
実
際
に
旧
事
業
団
法
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
委
託
を
受
け
て
い
る
法
人
は
、
別
表
第
八
の
と

お
り
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

旧
年
金
福
祉
事
業
団
貸
付
業
務
方
法
書
（
以
下
「
旧
業
務
方
法
書
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
オ
、
第
二
項
第

四
号
及
び
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
法
人
と
は
、
旧
事
業
団
法
施
行
令
第
三
条
第
七
号
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

指
定
す
る
法
人
で
あ
り
、
「
年
金
福
祉
事
業
団
か
ら
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
を
指
定
す
る
件
」
（
昭
和
三
十

七
年
厚
生
省
告
示
第
八
十
八
号
）
に
よ
り
、
別
表
第
九
に
掲
げ
る
法
人
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
旧
年
金
福
祉
事
業
団
か
ら
旧
業
務
方
法
書
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
基
づ
き
貸
付
け
を
受
け
た
指
定
法
人
は

な
く
、
同
条
第
五
項
に
基
づ
き
貸
付
け
を
受
け
た
実
績
の
あ
る
指
定
法
人
は
、
別
表
第
十
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
同
条

第
一
項
及
び
第
五
項
に
基
づ
く
貸
付
け
は
、
平
成
十
二
年
度
末
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
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三
の
（
�
）
に
つ
い
て

旧
事
業
団
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
業
務
承
継
法
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
基
づ
き
資
金
の
貸
付
け
を
行

う
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
（
以
下
「
転
貸
民
法
法
人
」
と
い
う
。
）
が
実
施
し
た
住
宅
資
金
の

貸
付
け
に
つ
い
て
、
実
績
が
確
定
し
て
い
る
平
成
十
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
末
の
融
資
残
件
数
及
び

融
資
残
高
は
、
別
表
第
十
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

被
保
険
者
が
転
貸
民
法
法
人
に
対
し
て
延
滞
し
て
い
る
債
務
に
つ
い
て
、
実
績
が
確
定
し
て
い
る
平
成
十
年
度
か
ら
平
成

十
三
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
末
の
延
滞
件
数
、
延
滞
残
高
及
び
延
滞
率
は
、
別
表
第
十
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
の
（
１０
）
に
つ
い
て

被
保
険
者
が
転
貸
民
法
法
人
に
六
か
月
を
超
え
て
債
務
を
延
滞
し
た
場
合
に
は
、住
宅
ロ
ー
ン
保
証
保
険
契
約
に
基
づ
き
、

原
則
と
し
て
保
証
会
社
が
そ
の
全
額
を
代
位
弁
済
し
、
延
滞
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
転
貸
民
法
法
人
が
被
保
険

者
に
対
す
る
回
収
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
な
い
。

平
成
十
二
年
度
末
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
旧
年
金
福
祉
事
業
団
は
、
こ
う
し
た
保
証
会
社
の
代
位
弁
済
等
に
よ
り
、
転
貸
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民
法
法
人
に
対
す
る
債
権
の
全
額
を
回
収
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
十
三
年
度
以
降
は
、
一
部
の
保
証
会
社
の
経

営
が
悪
化
し
、
代
位
弁
済
が
滞
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
転
貸
民
法
法
人
に
対
す
る
債
権
の
回
収
に
も
不
足
が
生
じ
、

同
年
度
に
お
け
る
不
足
額
の
累
計
は
三
十
六
億
七
千
四
百
四
十
二
万
六
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
同
年
度
に
お
け
る
年
金
資
金

運
用
基
金
が
転
貸
民
法
法
人
か
ら
回
収
す
べ
き
で
あ
っ
た
債
権
額
の
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
つ
い
て
不
足
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
不
足
額
に
つ
い
て
は
、早
期
に
全
額
の
回
収
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
関
係
者
間
で
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把

握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
等
か
ら
、
お
尋
ね
の
事
項
の
す
べ
て
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
既
に
、
平
成
十
一
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
（
旧
厚
生
省

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
環
境
省
（
旧
環
境
庁
を
含
む
。
）
の
職
員
で
本
省
庁
課
長
相
当
職
（
平
成
十
三
年
八
月
十
六

日
以
降
は
、
本
省
企
画
官
相
当
職
を
含
む
。
）
以
上
で
退
職
し
た
も
の
の
再
就
職
の
状
況
を
公
表
し
、
ま
た
、
平
成
十
四
年

度
以
降
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
又
は
環
境
大
臣
の
許
可
を
得
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
以
下
「
所

管
公
益
法
人
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
国
か
ら
検
査
、
認
定
、
資
格
付
与
等
の
事
務
若
し
く
は
事
業
の
委
託
、
推
薦
等
又
は
補

一
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助
金
、
委
託
費
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の
（
以
下
「
受
託
等
公
益
法
人
」
と
い
う
。
）
の
役
員
に
国
家
公
務
員
を
本
省

企
画
官
相
当
職
以
上
で
退
職
し
た
者
が
在
職
し
て
い
る
場
合
の
国
家
公
務
員
退
職
時
の
官
職
を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
こ
の
う
ち
、
次
の
�
及
び
�
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
年
金
局
等
出
身
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
情
報
が
含
ま
れ
る
所
管

公
益
法
人
の
名
称
、
当
該
所
管
公
益
法
人
で
の
年
金
局
等
出
身
者
の
役
職
及
び
年
金
局
等
出
身
者
の
国
家
公
務
員
退
職
時
の

官
職
は
、
別
表
第
十
三
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
年
金
局
等
出
身
者
に
係
る
国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
の
額
は
、
別
表

第
十
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

厚
生
労
働
省
（
都
道
府
県
の
保
険
主
管
課
（
部
）
、
国
民
年
金
主
管
課
（
部
）
及
び
社
会
保
険
事
務
所
（
以
下
「
社
会

保
険
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
を
最
後
に
退
職
し
た
者
で
、
厚
生
労
働
省
年
金
局
又
は
社
会
保
険
庁
（
社
会

保
険
事
務
所
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
本
省
企
画
官
相
当
職
以
上
の
職
に
在
っ
た
も
の

�

厚
生
労
働
省
（
社
会
保
険
事
務
所
等
を
含
む
。
）
を
最
後
に
退
職
し
た
者
で
、
国
の
行
政
機
関
に
常
勤
の
行
政
職
等
と

し
て
採
用
さ
れ
た
後
の
行
政
職
等
の
経
歴
が
二
十
年
以
上
あ
り
、
か
つ
、
厚
生
労
働
省
年
金
局
又
は
社
会
保
険
庁
に
在
職

し
て
い
た
期
間
が
国
家
公
務
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
半
分
以
上
で
あ
っ
た
も
の

ま
た
、
平
成
十
四
年
度
以
降
、
受
託
等
公
益
法
人
の
役
員
の
退
職
金
に
関
す
る
規
程
は
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

一
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こ
の
う
ち
年
金
局
等
出
身
者
が
在
職
し
て
い
る
所
管
公
益
法
人
に
係
る
も
の
は
、
別
添
一
か
ら
別
添
二
十
一
ま
で
の
と
お
り

で
あ
る
。

四
の
（
�
）
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
等
政
府
以
外
の
者
が
管
掌
す
る
年
金
の
支
給
額
に
つ
い

て
は
、
一
般
に
政
府
が
把
握
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
こ
と
等
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
が
管
掌
す
る
年
金
の
支
給
額
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
答
弁
を
差
し
控
え
た

い
。
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別添一  社団法人 国際厚生事業団  

役員退職慰労金支給規程  

（目 的）  

第1条 この規程は、社団法人国際厚生事業団（以下「事業団」という。）の役員   
の退職慰労金に閲し、必要な事項を定めるものとする。  

（適用の範囲）  

第2条 この規程は、常勤の役員に適用する。  

2 退職慰労金は、役員として円満に勤務し、定年、辞任又は死亡により退職   
した者に支給する。  

3 次の各号の一に該当するときは、退職慰労金を減額し、又は支給しないこ   

とができる。  

（1）退職に当たり、所定の手続及び事務処理等をせず、事業団の業務運営に  

重大な支障をきたした場合  

（2）退職に当たり、事業団の社会的信用を傷つけ、又は在職中知り得た事業  

団の機密を漏らし、事業団に捜害を与えた場合  

（3）定款の規定に基づき、役員を解任された場合  

（4）その他前各号に準ずる行為があり、理事会において減額ないし不支給を  

適当と認めた場合  

（支給基準）  

第3粂 退職慰労金は、次の方法により算出した額とする。  

（1）役位別最終月額報酬×100分の70×役位別在職年数の算式により算  

出した額の合計額  

（2）前号の役位別最終報酬月額のうち、退職時以前の役位別最終月額報酬に   

ついては、現在の同一役職者に当てはめた月額報酬を基準とする。  

2 使用人兼務役員の退職慰労金については、次の方法により算出した額とす   

る。  

（1）役員就任時において、使用人としての退職手当の支給を受けなかった者   

に対しては、退職時における使用人分の給与を基準として、職員退職手当   

規程に基づいて算出された額に役員月額報酬分（退職時の役員月額報酬か   

ら使用人分の給与を控除した額）を基準に、前項の算式により算出した役   

員退職慰労金を加算した額をもって支給する。   

四
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（2）役員就任時において、職員退職手当規程により退職手当の支給を受けて   

いるときは、使用人兼務役員としての月額報酬（使用人分給与を含む。）   

を基準として前項の規定を適用する。  

（特別功労金）  

第4条 在職中特に功績顕著と認められる役員に対しては、理事会の同意を経   

て前条により算出した金額に、その30％を超えない範囲で特別功労金とし   

て別途支給することができる。  

2 第2条第1項の規定にかかわらず、非常勤役員で在職期間が3期以上で、   

かつ、その間の功績が特に顕著と認められるときは、理事会の決議をもって   

特別功労金を支給することができる。  

（在職期間の計算）  

第5条 役員の在職年数は、役員就任の月から退任又は死亡の月までとする。  

2 在職年数は、1カ年単位とする。ただし、在職期間に1年未満の端数があ   

るときは、月割計算とする。  

3 年度中に役位に異動が生じたときは、異動の月から新しい役位を適用する。  

（退職慰労金の支払）  

第6粂 この規程による退職慰労金及び特別功労金は、完全に引継ぎ事務が完   

了し、かつ、事業団に対して債務のある場合は、その債務を返済した者に対   

して、2カ月以内に支払うことを原則とする。  

（協議事項）  

第7条 この規程に定めのない事項については、理事会において協議し、決定   

するものとする。   

附 則  

この規程は、平成13年4月1日から施行する。  

□   
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別添二  財団法人 日本環境衛生センター  

常勤役員の報酬及び退職慰労金に関する規則  

（目的）  

第1粂 この規則は、財団法人日本環境衛生センター（以下、「センター」   

という）の常勤役員の報酬及び退職慰労金について定めることを目的とす   

る。  

（常勤役員）  

第2粂 常勤役員とは、理事及び監事のうち、当センターを主たる勤務場所   

とする者をいう。  

（報酬の月額及び支給日）  

第3粂 常勤役員のそれぞれの報酬の年額は、別表に示す範囲内で、理事長   

が定めるものとする。  

2 報 

準用する。  

3 報酬の支給は、新規就任月をもって開始し、辞任月又は退任月をもって   

終了する。  

（退職慰労金）  

第4粂 常勤役員が辞任又は退任したとき、又は死亡したときは退職慰労金   

を支給する。  

2 退職慰労金の額は、その昔の報酬の月額に140／100を乗じて得た   

額に、在任年数を乗じて得た額を超えてはならない。  

なお、退職慰労金の算定は任期満了毎にその額を計算し、退任時又は辞   

任時にこれを累計した額を支給する。  

3 前項にかかわらず役員としてふさわしくない行為、その他特別な事情が   

ある場合には、理事会の承認を得て、前項により算定した額を減額するこ   

とができる。  

4 在職期間の算定は、職員給与規程第32粂を準用する。   
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別添三  財団法人 結核予防会  

財団法人結核予防会 役員及び顧問報酬・退職金規程  

［決定】  

昭和42年6月20日  

［改正】  

平成11年7月15日  

平成14年9月4日  

（目的）  

第1条 この規程は、財団法人結核予防会の役員及び顧問の報酬（給与）及び  
退職金について定める。  

（給与の区分）  

第2条 役員及び顧問の給与は本俸、通勤手当及び夏季手当、年末手当とする0   

（給与の支給方法及び支給日）  

第3条 給与は毎月25日に支給する。ただし支給日が休日に当たる時は順次繰  
り上げる。   

2 新規就任の場合におけるその月の給与は、その発令の日から日割り計算に  
より支給する。   

3 退職した場合におけるその月の給与は、最後に出勤した日までとし、日割  
り計算により支給する。  

（端数の取扱）  

第4条 給与の計算に当たり円単位未満の端数が生じたときは、計算の終わり  

において円位に切り上げる。  

（本俸）  

第5条  役員及び顧問の本俸の月額は次の各号に掲げるとおりとする。  

500，000円   

300，000円  

1，155，900円  

1，110，700円  

1，018，800円   

会長、副会長  

顧問であって理事長が指名した者  

理事長  

専務理事  

所属長であって理事長が指名した者  
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所属長（前号の者を除く）及び理事である副所属長   947，500円  六
 
七
 
八
 
九
 
 

752，900円  

643，700円  

無報酬  

総務部長  

理事であって理事長が指名した者  

前号までに該当しない理事及び顧問  

（本俸の改正）  

第6条 本俸の改正は職員に準じて行い、理事長が定める。  

（通勤手当）  

第7条 通勤手当は、第5条第九号に該当する者を除く次に掲げる役員及び顧  

問に支給する。  

一 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金て以下「運賃等」と  

いう）を負担することを常例とする者（住居と勤務事業所との徒歩によ  

る距離が片道1．5キロメートル未満の者を除く）  

二 通勤のため自動車その他交通用具（以下「自動車等」という）を使用  

することを常例とする者（住居と勤務事業所との徒歩による距離が片道  

1．5キロメートル未満の者を除く）   

三 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、■自動車等  

を使用することを常例とする者（住居とその最寄駅までの徒歩による距  

離が片道1．5キロメートル未満の者を除く）   

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる  

額とする。   

一 前項第一号に掲げる者 本会の定めるところにより算出したその者  

の1カ月の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相当額」  

という）で、その額が40，000円を超えるときは、その額と40，000円との  

差額の2分の1（その差額の2分の1が5，000円を超えるときは5，000円）  

を40，000円に加算した額とする。   

二 前項第二号に掲げる者のうち   

通勤距離片道5キロメートル未満の場合  2，000円  

通勤距離片道5キロメートル以上10キロメートル未満の場合  

4，100円  

通勤距離片道10キロメートル以上15キロメートル未満の場合  

6，200円  

通勤距離片道15キロメートル以上の場合  8，300円   

三 前項第三号に掲げる者 本会の定める運賃等相当額に前号に掲げる  

額を加算した額（その額が40，000円を超えるときは、その額と40，000   
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円との差額の2分の1（その差額の2分の1が5，000円を超えるときは、  

5，000円）を40，000円に加算した額とする。）   
3 前項の定めにかかわらず、昭和46年7月9日現在本会に在職していた   

役員及び顧問には、前項第一号及び第三号の括弧書きの規定の部分を適用  

しない。  

（夏季手当及び年末手当）  

第8条 支給日、計算基準日、支給率は職員に準ずるものとし、理事長が定め   

る。   

2 夏季手当、年末手当の基準給与月額はそれぞれの基準日現在の本俸とし、   
その本俸に支給率を乗じて得た金額を夏季手当及び年末手当として支給す  

る。  

（退職金）  

第9条 退職金は役員及び顧問として所属長等の職務に就任した後退職した場  

合に支給する。   

2 退職金は退職時の本俸の額に勤務年数を乗じて得た金額に、別表1に掲げ  

る支給率を乗じて得た金額とする。   

3 勤続年数に1年未満の端数があるときは月割り計算により、1月未満の端  

数は1月に切り上げる。  

□   

五
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別添四  財団法人 児童育成協会  

財団法人児童育成協会役員退職手当支給規程  

（平成8年規程第2号）  

（総則）  

第1粂 児童育成協会の役員（非常勤の役員を除く。以下「役員」という。）に   

対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。  

（支給対象）  

第2舞 退職手当は、役員が退職した場合に、その者（死亡による退職の場合に   

は、その遺族）に支給する。 

（退職手当の額）  

第3条 退職手当の額は、在職1月につき、役員が退職した日における俸給月額   

に100分の36の割合を乗じて得た額とする。ただし、第5条後段の規定により   

引続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職   

期間（以下「役職別期間」という。）1月につき、退職の日における当該異な   

る役職ごとの俸給月額に100分の36？割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額   

とする。  

（在職期間の計算）  

第4条 退職手当の算定の基礎となる在職期間及び役職別期間の月数の計算につ   

いては、役員となった日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月   

に満たない端数（以下「端数」という。）を生じたときは、1月と計算するも   

のとする。  

2．前条ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の   

規定により計算した在職期間の在塀月数をこえるときは、役職別期間のうち、   

端数の少ない在職月数から当該こえる月数に達するまで順次1月を減ずるもの   

とし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から   

同様に1月を滅ずるものとする。  

（再任等の場合の取扱い）  

第5粂 役員が任期満了の目又はその翌日において再び同一の役職の役旦となっ   

たときは、退職手当の支給については、引き続いて在職したものとみなす。任   

期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員となったときも同様   

とする。  

（端数の処理）  

第6粂 退職手当の額を算出するにあたり、支給額に100円未満の端数が生じた   

ときは、100円に切り上げるものとする。  

（遺族の範囲及び順位）  

第7粂 第2条に規定する連族は、次の各号に掲げる者とする。  

（1）配偶者（婚姻の届出をしていないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同   

様の事情にあった者を含む。）  

（2）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入に   
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よって生計を維持していたもの  

（3）前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を   

維持していた親族  

（4）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの  

2．前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号  

及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合   

において、父母については、養父母を先にし、実父母を後l与し、祖父母につい  

ては、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、   

父母の実父母を後にする。  

3．退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数   

によって等分して支給する。  

附則  

この規程は、平成8年8月1日から施行する。  

附則 （平成9年3月27日改正）  

1．第3粂中の「100分の36」を当分の間「100分の18」とする。  

2．この規程は、平成9年4月1日から施行する。  

□   

五
三



別添五  財団法人 こども未来財団  

こども未来財団役員退職手当支給規程  

平成 6 年 7 月1 日未来規程第 5 号   

改正 平成14年11月29日未来規程第13号  

（総則）  

第1粂 財団法人こども未来財団の役員（常勤の役員をいう。以下同じ。）に対する退職   

手当の支給については、この規程の定ゆるところによる。   

（退職手当の支給）  

第2粂 退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合にその者（死亡により退職した   

場合には、その遺族）に支給する。但し、役員が財団法人こども未来財団寄附行為第  

19粂第1項第2号の規定により解任されたときは、当該役員には退職手当を支給しな  

い。  

2 退職手当は、法令に基づき控除すべき金額がある場合には、支払うべき退職手当の金   

額からその金額を控除して支給する。   

（退職手当の額）  

第3条 退職手当の額は、在職期間1月につき、役員が退職し、又は解任された日（以下   

「退職等の日」という。）におけるその昔の俸給月額に100分の28の割合を乗じて   

得た額とする。但し、第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の   

退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間（以下「役職別期間」という。）1月にっ   

き、退職等の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の28の割合を乗じ   

て得たそれぞれの額の合計額とする。  

2 前項の規定による退職手当の額は∴理事会の承認を得てその職務実績に応じ、これを  

増額し、又は減額することができる。   

（在職期間の計算）  

第4粂 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従   

って計算するものとし、1月に満たない端数（以下「端数」という。）を生じたときは、   

1月と計算するものとする。  

2 前条第1項但書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定に   

ょり計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち－端数の少ない在   

職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において   
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端数か等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。  

（再任等の取扱）  

第5条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命された   

ときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満  

．了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。  

（辻族の範囲及び支給順位）  

第6粂 第2条第1項に規定する連族は、次の各号に掲げる者とする。   

（1） 配偶者（婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情  

にあった者を含む。）   

（2） 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役貞の死亡当時主としてその収入によっ  

て生計を維持していた者   

（3） 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持  

していた親族   

（4〉 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者  

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける傾度は、同項各号の順位により、同項第2号及び   

第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、   

父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を   

先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、その他の   

親族については、役貞と親等の近い者を先順位とする。  

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって  

等分して支給する。   

（遺族の受給資格証明）  

第7粂 第2粂第1項に規定する辻族が退職手当の支給を受けるときは、戸籍謄本、住民   

票の写その他遺族である事実を証明する書類を提出しなければならない。   

（端数の処理）  

第8条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端   

数は、これを100円に切り上げるものとする。  

（実施に閲し必要な事項）  

第9粂 この規程の実施に閲し必要な事項埠、別に定める。  

附 則   

この規程は、平成6年7月1日から施行する。   □  
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附、▲則  

1この規程は、平成14年12月1日から施行する。  

2 平成14年12月1日（以下「基準日」という。）の前日に在職する役員が同日における役職と同  

一の役職の役鼻として基準日以降引き続き在職した後に退職し、又は解任された場合であって、そ  

の者の退職等の日の俸給月額が基準日の前日のその者の俸給月額を下回るときにおける退職手当の  

額は、第3粂の規定にかかわらず、基準日の前日における俸給月額に基準日の前日までの在職期間  

1月につき100分の36の割合を乗じて待た額と当該退職等の日における俸給月額に基準日から  

退職等の日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額の合計額とする。  

3 前項の規定において、各在職期間の月数の計算については、それぞれ暦に従って計算するものと   

し、端数を生じたときは1月と計算するものとする。■ただし、各在職期間の月数の合計が第4条の  

規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、端数の少ない在職期間の月数から1月を減ず  

るものとし、この場合において端数が等しいときには後の在職期間の月数から1月を滅ずるものと  

する。  

□   

五
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別添六 財団法人 社会福祉振興・試験センター  

財団法人社会福祉振興・試験センター役員退職手当支給基準   

財団法人社会福祉振興・試験センターの役員（非常勤の役員を除＜。以下同  

じ。）に対する退職手当の支給は、この基準による。  

1 退職手当の支給対象   

退職手当は、役員が退職し、又は解任されたときはその者に、役員が死亡   

したときは、その遺族に支給する。   

ただし、役員が財団法人社会福祉振興・試験センター寄附行為第18条第   

2項の規定により解任されたときは、退職手当を支給しない。  

2 退職手当の額   

退職手当の額は、在職1月につき、役員が退職し、解任され、又は死⊂   

した日におけるその壱の俸給月額に100分の18の割合を乗じて得た額  

とする。  

3 在職期間の計算   

退職手当の算定の基礎となる在職期間及び役職別期間の月数の計算にフい   

ては、任命の白から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端   

数（以下「端数」という。）が生じたときは、1月と計算する。  

4 再任等の場合の取扱い   

役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命さ   

れたときは、その者の退職手当の支給については、引続き在職したものとみ   

なす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命さ   

れたときも同様とする。   
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5 遺族の範囲及び順位  

（1）1にいう遺族は、次に掲げる者とする。   

① 配偶者（婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同  

様の事情にあった書を含む。）  

② 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死⊂当時主としてその収   

入によって生計を維持していたもの。  

③ ①及び②に掲げる者のほか、役員の死⊂当時主としてその収入によっ   

七生計を維持していた親族  

④ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で②に該当しないもの。  

（2）（1）に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、（1）各号の順位により、   

また、②及び④に掲げる毒のうちにあっては同号に掲げる順位による。  

この場合において、父母については養父母を先順位、実父母を後順位と   

し祖父母については、養父母の父母を先順位、実父母の父母を後順位とし、   

父母の養父母を先順位、父母の実父母を後順位とし、③に掲げる者につい   

ては、役員と親等の近い者を先順位とする。  

（3）退職手当の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合には、そ   

の人数により等分して支給する。  

6 端数計算   

退職手当の額を算出するにあたり、支給矧こ100円未満の端数が生じた   

ときは、これを切り上げる。  

□   
7 適用日 平成6年8月1日から適用する。  
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別添七  財団法人 中国残留孤児援護基金  

財団法人中国残留孤児援護基金 常勤役員報酬基準  

昭和 5 8 年規程第 2 号  

平成 2年12月28日一部改正  

平成 3年12月25日一部改正  

平成 5年11月 5日一部改正  

平成 6年10月．28日一部改正  

平成10年 2月 1日一部改正  

平成11年11月24日一部改正  

平成12年 4月15日一部改正  

平成12年11月29日一部改正  

平成13年12月 3日一部改正  

平成14年■12月 1日一部改正  

（給与の種類）  

第1粂 常勤役員（以下「役員」という。）の報酬は、本基準に定める本俸、調整手当及   

び特別手当とする。  

（本俸月額）  

第2粂 役員の本俸月額は450，000円以上500，000円以内とする。  

（本俸の日割計算）  

第3粂 月の途中で異動を生じたときの役員の本俸の月額は、日割計算によって計算した   
額とする。  

（調整手当）  

第4粂 調整手当は、本俸月額に100分の12を乗じた額とする。  

（特別手当）  

第5条 特別手当は6月1日、12月1日及び3月1日（平成15年4月1日・からは6月  
1日及び12月1日）（以下これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する役員   

に支給する。  

2 特別手当の額は、それぞれの基準日において役員が受けるべき本俸月額、調整手当月   

額及び加算調整額（本俸月額と調整手当月額の合計額に100分の15を乗じて得た額）   

を合算した廟に、6月に支給する場合においては100分の205、12月に支給する  
場合においては100分の240、3月に支給する場合においては100分の20（平   

成15年4月1日からは、6月に支給する場合においては100分の225、12月に  

支給する場合においては100分の240月）を乗じて得た額を基礎として、基準日以   
前におけるその者の在職期間に応じて、職員給与規程第16粂第2項（平成15年4月  

1日からは第3項）の表の割合を乗じて得た額とする。   
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（退職手当）  

第6粂 役員が退職した場合においては、在職1月につき、その昔の退職の日における本   

俸の月額に120分の10を乗じて得た額に相当する金額を、退職手当として支給する。  

2 在職期間の計算は任命の日から暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数は   

これを切り捨てる。  

3 役員が退職した場合において、その者の退職の日又はその翌日に再び同一の役員とな   

ったときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものと   

みなす。  

（退職手当の支給制限）  

第7粂 役員が寄付行為第20条第1項第2号により解任された場合には、退職手当を支   

給しない。  

則  附  

この規程は、平成14年12月1日から適用する。   

□   
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別添八  財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会  

役員退職手当支給規程  

（総 則）  

第1条 財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会（以下「協会」という。）の常勤役員（以下「役  

員」という。）が退職した場合は、この規程の定めるところにより退職手当を支給する。   

（退職手当の額）  

第2粂 退職手当の額は、在任期間1ケ月につき、当該役員の退職時における本俸月額に100  

分の36の割合を乗じて得た額とする。  

2 退職手当の額が、その昔の退職時における本俸月額に60を乗じて得た額を越えるとき  

は、前項の規定にかかわらずその乗じて得た額とする。   

（退職手当の増額）  

第3条 理事長は、在任中特に功績顕著と認められる役員に対しては、前条第1項の退職手当を  

増額することができる。ただし、この場合においても、前条第2項の額を限度とする。   

（退職手当の減額等）  

第4条 理事長は、寄附行為第18条第2号の規定に基づき役員が解任された場合、第2条に定  

める退職手当を減額又は支給しないことができる。   

（在任期間の計算）  

第5条 在任期間の計算は、役員に就任した日から起算し、1ケ月に満たない端数が生じたとき  

は1月とする。   

（再任の場合の取扱い）  

第6条 役員が任期満了により再び同一の役職に就任したときは、その役員の退職手当の支給に  

ついて、引き続き在任したものとみなす。  

2 役員が非常勤役員に就任したときは、その役員の退職手当の支給について、その就任の  

目の前日に退職したものとみなす。   

（退職手当の支給）  

第7条 退職手当は、法令による控除すべき額を控除した残額を、直接本人に支給する。ただし、  

本人が死亡したときはその遺族に支給する。   

（遺族の範囲及び順位）  

第8条 前条に規定する遺族の範囲及び順位は、次によるものとする。  

（1）配偶者（婚姻の届出をしてなくても、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む）。  

（2）配偶者がいない場合にあっては、子、父母、孫及び祖父母で役員の死亡当時、その  

収入によって生計を維持していた者、あるいはこれと生計を一にしていた者とする。  

（3）前号に該当する者がいない場合、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。  

（4）役員が遺言又は協会に対する予告で、前号に規定する者のうち、特定の者を指定し  

た場合は、前号の規定にかかわらずその指定した者とする。   
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2 前項第2号及び第3号に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同号に掲げる順位とする。  

ただし、父母については養父母を優先し、兄弟姉妹については、役員の死亡当時、その収  

入によって生計を維持し 

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2名以上いる場合、その1名の行った請求は、  

全員のために全額について行ったものとみなし、その1名に対し支給した金額は、全員に  

対して支給したものとみなす。   

（端数の処理）  

第9条 この規程に定める退職手当の額を算出するにあたり、支給額1，000円未満の端数が  

生じたときは切り上げるものとする。   

（規程の改廃）  

第10条 この規程の改廃は理事会の議決による。   

（施行細則）  

第11条 この規程の実施に閲し必要な事項は、理事長が別に定める。  

（附 則）  

1この規程は昭和58年12月23日から実施する。   

（附 則）  

1この規程は平成2年4月1日から適用する。   

（附 則）  

1この規程は平成11年8月1日から適用する。  

l   
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別添九  財団法人 医療保険業務研究協会  

常勤役員給与■退職手当規程  

財団法人医療保険業務研究協会  

【平成13年11月1日制定】   

（目  的）  

第1条 財団法人医療保険業務研究協会寄附行為（以下「寄附行為」という。）第21   

粂の規定により、常勤の役員（以下「役員」という。）に支給することができる給与、   

並びに役員が退任したときの退職手当については、この規程の定めるところによる。   

（給与の種類）  

第2粂 役員の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。   

（給  料）  

第3粂 役員の給料月額は、450，000円とする。   

（通勤手当）  

第4条 通勤手当は，所定の交通機関を利用して通勤する場合に、交通費の実費を支給   

するものとし、その他必要な事項は、職員給与規程第12粂に規定するところによる。   

（期末手当）  

第5条 期末手当は、6月1日、12月1日及び3月1日（以下これらの日を「基準日」   

という。）に在任する役員に支給する。当該基準日前1か月以内に退任し、又は死亡   

した場合も同様とする。ただし、寄附行為第20条の第．2号の規定に該当し、解任さ   

れた場合には、支給しない。  

2 期末手当の額は、給料月額を基礎として別に定める支給割合を乗じて得た額とし、   

6月、12月及び3月に支給する。   

（給与の支給日及び支払方法）  

第6条 給与（期末手当を除く。）の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が休   

日であるときは、その前日の勤務日に支給する。  

2 給与の支払方法は、牡令に基づき給与から控除すべきものの金額を控除し、その残   

額を通貨で直接役員に支給する。ただし、役員からの申出又は同意を待た場合には、   

口座振替の方法により支払うことができる。   

（退職手当）  

第7粂 役員が退任した場合には、退職手当を支給する。  

2 退職手当の額は、給料月額に在任月数を乗じ12月で除して得た金額とする。在任   

月数に1月未満の端数を生じたときは、1月に切り上げる。   
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（退職手当の支給）  

第8粂 退職手当は、第6条棄2項の規定を準用し、役員が退任した日から起算して1   

か月以内に支給する。本人が死亡したときは、そ 

（解任された場合の退職手当）  

第9条 寄附行為第20条の第2号の規定に該当し、解任された場合には、退職手当は   

支給しない。  

附  則  

この規則は、平成13年11月1日から施行する。  

□   
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別添十  社団法人 国民健康保険中央会  

国民健康保険中央会常勤役員に対する報酬等に関する規程   

（趣旨）  

第一条 国民健康保険中央会役員の報酬及び費用弁償規程（昭和四十一年規程   

第二十一号。以下「役員の報酬及び費用弁償規程」という。）第一条の規定   

に基づき、常勤役員に対する報酬、費用弁償、期末手当及び退職手当の支給   

については、この規程の定めるところによる。   

（報酬）  

第二条 報酬額は、予算の範囲内で会長が定める。   

（費用弁償）  

第三条 弁償すべき費用め種類及びその額については、役貞の報酬及び費用弁   

償規程第三条の定めるところによる。   

（期末手当）  

第四条 期末手当は、予算の範囲内において支給する。  

2 期末手当の支給については、国民健康保険中央会職員給与規程第二十二条   

第一項の規定の例による。  

第五条 削除   

（退職手当）  

第六条 常勤役員が退職した場合には、その者（死亡による退職の場合には、   

その遺族）に退職手当を支給する。  

2 前項に規定する退職手当の額は、退職時の報酬の年額に百分の二十五を乗   

じて得た額に、在職年数を乗じて得た額をこえてはならない。  

（支給方法）  

第七条 報酬等の支給方法は、職員の給与等の支給の例による。  

附  則   

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。  

□   
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別添十一  財団法人 社会保険協会  

常勤役員に対する報酬及び退職金の支給に関する規程  

（目的）  

第l条 財団法人社会保険協会（以下「協会」という）の常勤役員の報酬及び退  

職金の支給に関する事項を定めることを目的とする。  

（報酬の決定）  

第2条 常勤役員に支給する報酬は、当該役員の職務の内容、類似の関係団体と  

の関連及び財政事情を勘案して、会長が決めるものとする。  

（報酬の支給）   

第3粂 常勤役員の報酬の支払いについては、職員の場合に準じて行う。  

（退職金の決定）  

第4条 常勤役員に支給する退職金は、類似の関係団体との関連及び財政事情を  

勘案して、会長が決めるものとする。  

（退職金の支給）  

第5条 常勤役員の退職金の支払いについては、職員の場合に準じて行う。   

附 則   

この規程は、平成7年4月1日から施行する。  

□   
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常勤役員に対する報酬及び退職金の支給に関し会長が定める件  

1常勤役員（以下「役員」という。）の報酬  

（役員の報酬）  

第1条 役員の報酬は、本俸、特別調整手当、通勤手当及び特別手当とする。  

（本俸）  

第2条 役員の本俸月額は、次のとおりとする。  

常務理事 524，000円  

（特別調整手当の月額）  

第3条 特別調整手当の月額は、本俸月額に100分の12を乗じて得た額とする。  

（通勤手当の月額）  

第4条 通勤手当の月額は、職員給与規程第25条第2項に規定する額とする。  

（特別手当の額）  

第5条 特別手当の額は、それぞれの基準日現在において、当該役員が受けるべき本俸  

月額及び特別調整手当の月額並びに本俸月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸  

月額及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、占月に支給す  

る場合においては、100分の145、12月に支給する場合においては、100分の210を乗  

じて得た額に、職員給与規程第30条第2項に基づき定める在職期間別支給割合を乗じ  

て得た額とする。  

2 役員の退職金  

（退職金の額）  

第1条 常務理事の退職金の額は、退職の日における本俸月額の100分の27に相当す  

る額に、在職月数を乗じて得た額とする。  

3 この定めは、平成14年7月1日から適用する。   
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別添十二   財団法人 厚生年金事業振興団  

財団法人厚生年金事業振興団役員退職手当支給規程  

（目的）  

第1粂 この規程は、財団法人厚生年金事業振興団寄附行為（以下「寄附行為」とい   

う。）第18条に規定する役員のうち、常時勤務する役員（以下「役員」とい   

う。）に対する退職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。  

（支給の対象）  

第2粂 退職手当は役員が退職し、又は解任された場合にその者（死亡による退職の   

場合は、その遺族）に支給する。  

2  前項の規定にかかわらず、当該退職又は解任が禁固以上の刑による処分の場   

合は、この手当は支給しない。  

（退職手当の額）  

第3粂 退職手当の額は、退職の日における本俸月額の100分の28に相当する額   

に、在職月数を乗じて得た額とする。  

（在職期間の計算）  

第4粂 退職手当の算定の基礎となる在職期間の月数の計算については、役員に選任   

された日から起算して、暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じ   

たときは、これを1月と計算するものとする。  

（端数の調整）  

第5粂 第3条の規定により算出した支給額に100円未満の端数を生じたときは、   

100円に切り上げるものとする。  

（再任等の場合の取扱い）  

第6条 役員が任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職の役員に選任されたとき   

は、その者の退職手当の支給に関しては、引き続き在職したものとみなす。  

2  役員が任期満了の日以前において役職を異にする役員に選任されたときは、   

その者の退職手当の支給に関しては、その選任された日の前日に退職したものとみ   

なす。   
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（遺族の範囲及び順位）  

第7条 第2条に指定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。   

（1）配偶者（婚姻の届け出をしていないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様  

の事情にあった者を含む。）  

（2）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によっ  

て生計を維持していた者  

（3）前号に掲げる者のはか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持  

していた者  

（4）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者  

2  前項に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、前項各号の順位により、   

第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ同号に掲げる順位による。   

この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母に   

ついては、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。  

3  退職手当の支給を受けるぺき同順位の者が二人以上ある場合には、その人数   

によって等分して支給する。  

（実施に閲し必要な事項）  

第8粂 この規程の実施に閲し必要な事項は、別に定めるものとする。  

附 則 この規程は、平成14年8月1日から施行する。  

□   
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別添十四  社団法人 全国国民年金福祉協会連合会  

全国国民年金福祉協会連合会役員退職手当支給規程  

施行 昭和56年1月1日  
改正 平成14年9月1日  

（総 則）  

第1条 全国国民年金福祉協会連合会の常勤役員（以下「役員」という。）   

に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。  

（支給の対象）  

第2粂 退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合にその昔（死亡に   

よる退職の場合は、その遺族）に支給する。ただし、前項の規定にかかわら   

ず、当該退職又は解任が禁固以上の刑による処分の場合は、この手当は支給   

しない。   

（支給の割合）  

第3姦 通職手当の額は、退職の日における本俸月額の次に定める割合に相  

当する額に．、在職月数を乗じて得た額とする。  

ア 理事長  100分の28  

イ 100分め27   

ウ 理事（常勤）  100分の26  

（在職期間の計算）  

第4粂 退職手当の算定の基礎となる在職期間の月数の計算については、任   

命の日から起算して、層に従って計算するものとし、▲1月に満たない端数を   

生じたときは、1月とする。   

（端数の処理）   

第5粂 第3粂の規定により算出した支給額に100円未済の端数を生じた   

ときは、100円に切上げるものとする。   

（再任等の場合の取扱い）   

第6条 役員が任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職の役員を命ぜら   
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れたときは、その者の退職手当の支給に関しては引き続き在職したものとみ  

なす。   

2 役旦が任期満了の日以前において役員を異にする役員を命ぜられたときは、  

その者の退職手当の支給に関しては、その任命の日の前日に退職したものと  

みなす。   

（遺族の範囲及び順位）   

第 7 条 第2粂に指定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。   

（1）配偶者（婚姻の届出をしていないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と  

同様の事情にあった者を含む。）   

（2）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役長の死亡当時主としてその収入  

によって生計を維持していたもの   

（3）前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計  

を維持していたもの   

（4）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの   

2 前項に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、前項各号の順位により、  

第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ同号に掲げる順位  

による。  

この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖  

父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。   

3 退職手当の支給を受けるべき同順位のものが2人以上ある場合には、その  

人数によって等分して支給する。  

附 則   

この規程は、昭和56年1月1日から施行する。  

附 則   

この変更規程は、平成14年9月1日から施行する。   
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別添十五   財団法人 社会保険健康事業財団  

財団法人 社会保険健康事業財団役員退職手当支給規程  

（目的）  

第1条 役貞が退職又ほ死亡した場合は、この規程の定めるところにより退職手当を支  

給する。  

（支給対象外）  

第2条 次の各号の一に該当する役員に対しては退職手当を支給しない。   

（1）寄附行為第21条第2号により解任された者   

（2）禁固以上の刑が確定した者  

（退職手当の額）  

第3集 退職手当の額は、退職又は死亡の日におけるその者の報酬基準月額の100分の  

28に相当する額に、その者の在職月数を乗じて得た額とする。  

（端数整理）  

第4条 退職手当の額号計算する場合において、50円未満の端数が生じたときは、これ  

を切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げ  

る。  

（在職月数の計算）  

第5条 退職手当の算定の基礎となる在職月数は、役具に就任した日から起算して暦に  

したがって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。  

ただし、在職期間中に報酬を得ない期間がある場合は、その期間は在職月数の計  

算の対象としない。  

（再任の場合の取扱）  

第6条 役員が任期満了の日又はその翌日において、再び役員に就任したときは、引さ  

続き在職したものとみなす。  

ただし、役職を異にする役貞に就任したときは、その就任の白の前日に退職した  

ものとする。  

（遺族の範囲及び順位）  

第7免 役鼻が死亡した場合の退職手当は、次の順序によりその遺族に支給する。  

（1）配偶者（婚姻の届け出をしなくと・も事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。）  

（2）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって  

生計を維持していた者  

（3）前2号に掲げる者のはか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持  

していたその他の親族   
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（4）子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で前2号に該当しない者  

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける場合、第2号及び第4号に掲げる者にあっては  

同号に掲げる順位による。この場合において父母については、養父母、実父母の順位   

とし、祖父母については、養父母の父母、実父母の父母、父母の養父母、父母の実父  

母の順位とする。  

3 第1項第3号及び第4号に掲げるその他の親族については、役員と親等の近い者を  

先順位とする。   

4 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によっ   

て等分して支給する。  

（退職手当を支給する役員の範囲）  

第8条 この規程において役員とは、報酬を得て日々（週3日以上）勤務する役員とし   

、日々勤務するが報酬を得ない役鼻及び特定の日に勤務し、報酬を得る役員は、こ  

の規程による役員とみなさない。  

附 則  

この規程は、平成8年4月1日から施行する。  

附 則   

この規程は、平成14年4月1日から適用する。  

□   
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別添十六  財団法人 船員保険会  

役員退職手当支給規程   

（目的）  

第1条 この規程は、財団法人船員保険会寄附行為第21粂第3項に規程する   

常勤の役員（以下「役員」という。）に対する退職手当の支給に関する事項を   

定めることを目的とする。  

（支給の対象）  

第2粂 退職手当は役員が退任又は死亡した場合にその者（死亡による退任の   

場合は、その遺族）に支給する。  

2 前項の規定にかかわらず、当該退任又は解任が禁固以上の刑による処分の   

場合は、この手当は支給しない。  

（決定及び支給）  

第3・条 退職手当の額の決定及び支給は、会長がこれを行う。   

（退職手当の支給額）  

第4条．退職手当の額は、退任の日におけるその役員の本座月額にその役員の   

在任期間の月数（以下「在任月数」という。）を12で除した数を乗じて得た   

額とする。  

（任期満了等による加算）  

第5条 役員の任期が満了したことにより退任した場合若しくは役員の削減そ   

の他のやむを得ない事由により退任を命ぜられた場合における退職手当の額   

は、前条の規定により計算した頗にその5割に相当する金額の範囲内におい   

て加算することができる。  

（退職手当支給の特例）  

第6条 平成12年3月31日現在に在任中の役員が退任した場合で、その在   

任中に顕著な功労を有し、本会の発展上着しく寄与したことが認められる場   

合においては、前2粂によ・り計算した額に更にその5割に相当する金額の範   

囲内において加算することができる。   
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（退職手当の最高限度頓）  

第7灸 前3粂までの規定により計算した退職手当の額が、役員の退任の日に   

おける本俸月額に20を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかか   

わらず、その乗じて得た額をその役員の退職手当の額とする。   

（在任月数の計算）  

第8粂 退職手当算定のための在任月数は、その役員が就任した最初の就任日   

が属する月から起算し、退任の日の属する月までの月数とする。   

（再任等の場、合の取扱い）  

第9粂、役員が任期満了等により退任の日又はその 

る役職の役員を命ぜられたときは、その者の退職手当の支給に関しては、引   

き続き在職したものとみなす。   

（遺族の範囲及び順位）  

第10条 第2条に指定する遺族は、次の各号に滴げる者とする。  

く1） 配偶者（婚姻の届出をしていないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係  

と同様の事情にあった者を含む。）  

（2） 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収  

入によって生計を維持していた者  

（3） 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生  

計を維持していた者  

（4） 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者  

2 前項に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、前項各号の順位により、   

第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、ぞれぞれ同号に掲げる順位   

による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後   

にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。  

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の暑が二人以上ある場合には、その人   

数によって等分して支給する。   
□  

七
九



（端数の調整）  

第11粂 退職手当の支給掛こ、100円未満の端数を生じたときは、100   

円に切り上げるものとする。   

（美方鋸こ関レ必要な事項）  

第12条 この規程の実施に閲し必要な事項は、職員の例に準じる（別に定め   

る。）ものとする。   

附 則  

この規程は、平成14年10月1日から施行する。  

□   
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別添十七   社団法人 全国社会保険協会連 

社団法人全国社会保険協会連合会役員退職金支給規程  

（目的）  

第1条 この規程は、社団法人全国社会保険協会連合会定款第12粂に規定する役員の  

うち、常時勤務する役員（以下「役員」という。）．に対する退職金の支給に関す  
る事項を定めることを目的とする。  

（支給の対象）  

第2条 退職金は役員が退任し、又は、解任された場合にその者（死亡による退職の場   

合は、その遺族）に支給する。  

2 前項の規定にかかわらず、当該退任又は解任が禁固以上の刑による処分の場合は、   

この手当は支給しない。  

3 社会保険病院の病院長である理事の退職金については、別に定める。  

（支給の割合）  

第3条 退職金の額は、退職の日における報酬月額の100分の28に相当する額に、   

在職月数を乗じて得た額とする。  

（在職期間の計算）  

第4粂 退職金の算定の基礎となる在職期間の月数の計算については、任命の日から起   

算して、暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数が生じたときは、これを  

1月と計算するものとする。  

（端数の調整）  

第5条 第3条の規定により算出した支給額に1万円未満の端数が生じたときは、1万   

円に切り上げるものとする。  

（再任等の場合の取扱い）  

第6条 役員が任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職の役員を命ぜられたとき  

は、その者の退職金の支給に関しては、引き続き在職したものとみなす。  

2 役員が役職を異にする役員を命ぜられたときは、その者の退職金の支給に関  

しては、その任命の日の前日に退任したものとみなし、それぞれの役職期間に  

応じて第3条の規定により支給する。   □  
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（実施に関し必要な事項）  

第7粂 この規程の実施に関し必要な事項は、社会保険病院等職員退職手当支給規程に   

基づく職員の例に準ずるものとする。  

附則   

この規程は、平成14年11月1日から施行し、平成14年7月1日から適用する。  

□   
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別添十八   財団法人 日本船員住宅協会  

役員退職手当支給規程  

（総則）   

第1条 財団法人日本船員住宅協会（以下協会という、）の役員（非常勤の役員を除く、  

以下同じ）に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。   

（退職手当の支給）   

第 2粂 退職手当は、役員が退職し、解任され、または死亡した場合に、その者（死亡  

した場合には、その遺族）に支給する。   

（退職手当の額）   

第 3粂 退職手当の額は、在職期間1月につき、役員が退職し、解任され、または死亡  

した日におけるその者の俸給を基準として、．別に定めるところによる。   

（在職期間の計算）   

第 4条 退職手当の算定基礎となる在職期間月数の計算は、役員に任命された日から起  

算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数が生じた場合は、これを  

1月とする。   

（遺族の範囲および順位）   

第 5粂 第2条第1／項に規程する遺族は、次の各号に掲げるものとする。  

（1）配偶者（届け出をしていないが、役貞の死亡当時、事実上婚姻関係と同  

様にあった者を含む）  

（2）子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で役貞の死亡時、主としてその収  

入によって生計を維持していた者。  

（3）前号に掲げるもののほか、役員の死亡時、主としてその収入によって生  

計を維持していた親族。  

（4）子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しない乱   
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2．前号に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2  

号および第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。  

この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖  

父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父  

母を先にし、父母の実父母を後にする。  

3．退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数に  

よって等分して支給する。   

（端数の処理）   

第 6条 この規程に定めるところによる退職手当の計算の結果生じた10＿0円未満の  

端数は、これを100円に切り上げる。  

附   則   

この規程は、平成6年4月1日から適用する。  

□   
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役員退職手当支給規程の内規   

財団法人日本船貞住宅協会（以下、協会という）の役員退職規程（以下、規程という）   

のうち、第3粂「退職手当の額」については、この内規の定めるところによる。  

1．規程第3条「退職手当の額」は次のとおりとする   

（1）退職手当の額は、その者の俸給に下記の支給率を乗じた金額とする。  

（支給率）   

1年につき1．0   

1年につき1．2   

1年につき1．4   

1年につき1．6   

1年につき1．8   

1年につき2．0   

1年につき2．2   

1年につき0．5  

勤続期間  4年未満の分   

勤続期間  4年以上   

勤続期間  8年以上   

勤続期間 12年以上   

勤続期間 16年以上   

勤続期間 20年以上   

勤続期間 25年以上   

勤続期間 30年以上の分   

8年未満の分   

12年未満の分   

16年未満の分   

20年未満の分   

25年未満の分   

30年未満の分  

2．協会の事業運営に特に顕著な業績を残した者には、上記、退職手当とは別に特別  

退職金を支給できるものとする。特別退職金の額については、会長稟議とする。   

3．この内規は平成14年3月1日から適用する。  

□   
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職期間に応じて第4条の規定により支給する。   

（遺族の範囲及び順位）   

第7条 退職手当の支給を受ける役員が死亡したときの遺族の範囲及び順位は、次に掲げる  

ところによる。  

1配偶者（婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の関係にあった者を含む）   

2 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、職員の死亡当時、主としてその収入によって生  

計を維持していた者。  

3 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、前号に該当しない者。  

4 前各号に掲げる者のほか、職員の死亡当時に本人の収入により生計を維持していた親  

族。   

② 前項に掲げる者の退職手当金を受ける順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び   

第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母   

については、養父母は実父母より先にし、祖父母の場合についても同様とする。その他の  

親族については、職員との親等の近いものを先順位とする。  

③ 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数により等分   

にして支給する。   

（端数整理）   

第8条 退職手当の額に100円未満の端数が生じたときは、切り上げる。   

（退職手当の支給制限）   

第9条 第4条に規定する退職手当は、次の各号の1に該当する場合には支給しない。   

1 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた場合  

2 刑事事件に関連し、起訴されその判決確定前に退職した場合。ただし、最終判決確定  

が無罪となった場合はこの限りでない。  

附  則   

① この規程は、平成15年1月1日から施行する。  

② この規程の施行の日以前から引続き在職する役員についても、この規程を適用する。   
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別添二十  財団法人 神奈川県社会保険協会  

財団法人神奈川県社会保険協会役員退職手当支給規程  

（目 的）  

第1条 この規程は、財団法人神奈川県社会保険協会（以下「協会」という。）  

寄附行為第22粂に規定する常勤の役員（以下「役員」という。）に対す  

る退職手当の支給に関する事項を定める事を目的とする。  

（支給の対象）  

第2条 退職手当は役員が退職し、又は解任された場合にその者（死亡による退  

職の場合はその遺族）に支給する。  

② 前項の規定にかかわらず、当該退職又は解任が禁固以上の刑による処分  

の場合は、この手当は支給しない。  

（支給の割合）  

第3粂 退職手当の額は、退職の日における本俸月額の100分の15に相当す  

る額に在職月数を乗じて得た額とする。  

（在職期間の計算）  

第4粂 退職手当の算定の基礎となる在職期間の月数の計算については、任命の  

日から起算して、暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数  

を生じたときは、これを1月と計算するものとする。  

（端数の処理）  

第5粂 第3粂の規定により算出した支給額に100円未満の端数を生じた  

ときは、100円に切り上げるものとする。  

（再任等の場合の取扱い）  

第6条 役員が任期満了の甲又はその翌日に再び同一の役職の役員を命ぜら  

れたときは、その者の退職手当の支給に関しては、引き続き在職したも  

のとみなす。  □   

八
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（遭族の範囲及び順位）   

第7条 第2粂に指定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。  

（1） 配偶者（婚姻の届け出をしていないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係  

と同様の実情にあった者を含む）  

（2）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入  

によって生計を維持していた者。  

（3） 前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時主としてその収入によって生計  

を維持していた者。  

（4） 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号で該当しない者。  

② 前号に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、前項各号の順位によ  

り、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ同号に掲げ  

る順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実  

父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母  

を後にする。  

③ 退職手当の支給を受けるぺき同順位の者が2人以上ある場合には、その  

人数によって等分して支給する。  

（実施に閲し必要な事項）  

第8粂 この規程の実施に閲し必要な事項は、職員の例に準ずる。   

附  則  

この規程は、平成14年9月1日より施行する。  

□   

八
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別添二十一  財団法人 愛知県社会保険協会  

財団法人愛知県社会保険協会役員退職手当支給規程  

（目  的）  

第1粂■ この規程は、財団法人愛知県社会保険協会（以下「協会」という。）寄附  

行為第11条に規定する常勤の役員（以下「役員」という。）に対する退職手当支  

給に関する事項を定めることを目的とする。  

（支給の対象）  

第2条 退職手当は役員が退職し、又は解任された場合にその者（死亡による退職  

の場合は、その遺族）に支給する。   

2 前項の規定にかかわらず、当該退職又は解任が禁固以上の刑による処分の場合   

は、この手当は支給しない。  

（支給の割合）  

第3条 退職手当の額は、退職の日における本俸月額の100分の100に相当す  

る額に、在職年数を乗じて得た額とする。  

（在職期間の計算）  

第4粂 退職手当の算定の基礎となる在職期間の年数の計算については、任命の日  

から起算して、暦に従って計算するものとし、1年未満の端数を生じたときは、6  

カ月以上は切り上げ1年とする。  

（端数の処理）  

第5粂 第3粂の規定により算出した支給額に100円未満の端数を生じたとき  

は、100円に切り上げるものとする。  

（再任等の場合の取扱い）  

第6粂 役員が任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職の役員を命ぜられた  

ときは、その者の退職手当の支給に関しては、引き続き在職したものとみなす。  

2 役員が任期満了の日以前において役職を異にする役員を命ぜられたときは、そ   

の者の退職手当の支給に関しては、その任命の日の前日に退職したものとみなす。  

（遺族の範囲及び順位）  

第7条 第2粂に規定する辻族は、次の各号に掲げる者とする。   

（1）配偶者（婚姻の届け出をしていないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同  

様の事情にあった者を含む。）   

（2）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時、主としてその収入に  

よって生計を維持していた者   

（3）前号に掲げる者のほか、役員の死亡当時、主としてその収入によって生計を  

維持していた者   

（4）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者  

2 前項に掲げる者が退職手当の支給を受ける順位は、前項各号の順位により、第   

2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、養父母を先にし、実父母を後にし、   

祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。  
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数に   

よって等分して支給する。   

九
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（退職手当の調整）  

第8条 役員があいち社会保険センター長を専任している場合は、役員の退職手当  

は支給しない。  

（実施に閲し必要な事項）  

第9粂 この規定の実施に閲し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律  

（昭和25年法律第95号）に準ずるものとする。  

附則 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。  

この規程は、昭和63年4月21日から施行する。  

■   
九
一


